
(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬・生活衛生局
食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4287)
03(3595)2423(18時以降)

03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FAX)

Frl.$.i+.JE /a
平成30年 3月 23日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のジベレリンの残留基準の設定について

②食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

③食品中のテフルベンズロンの残留基準の設定について

④食品中のフルキサピロキサドの残留基準の設定について

⑤食品中のフルキサメタミドの残留基準の設定について

⑥食品中のモネバンテルの残留基準の設定について

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答表



(別紙 )

①食品中のジベレリンの残留基準の設定について
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・契約金等の受取 (割 当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成27年度
□ 平成28年度

□ 平

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特男1の利害関係
特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成26年度

□ 平成27年度

成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

平成29年度

申請資料等の作成に密接に

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取の有無:□ 有り  M 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万 円超

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万 円超

当の有無 :□ 有り

該当の有無 :□ 有り

当該年度における受取額
□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :
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②食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

.遥抒蓄咆葬凩六М蓄繋稽薩π罐許
量奎生ゴ≧盤昼建辻L_________==罰
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□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)       ' □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式



③食品中のテフルベンズロンの残留基準の設定について

¨ 請企業等):  旦△農薬株式会社
● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

y無し
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受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度
□

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

→ 受取の有無 :□ 有り

当該年度における受取額
□ 50万円以下
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④食品中のフルキサピロキサドの残留基準の設定について

.警議 響 糎 彗 蕎 忙 画 轟 評
曖 望 シ 渥 陰 社

― ― ―
__T丁

画 面 轟 竃 画 藝
~♂

無し
当該年度における受取額
□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万 円超
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⑤食品中のフルキサメタミドの残留基準の設定について

.曾普 翻 辱 予 彗 活 妥 讐
睦 麟 工 数 は 鐘 L_____τ

面 繭 誦 董 画 裏
~y無

し
当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万 円超

→ 該当の有無 :□

●

●

ｒ
‐
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□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式
□ その他(                )

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式
□ その他(                  )



⑥食品中のモネバンテルの残留基準の設定について

.警誓 彗 辱 鋪 轟 薔 豪 錯
2塑 生 シ 田 途 ヒ ____T丁

誦 瞬 蒸 百 覇 戸 ♂ 無し
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成27年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

● 申請資料等の作成に密接に関与

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

当該年度における受取額
□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万 円超

当の有無 :□  有り

該当の有無 :□ 有り
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し

無

無
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□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 .指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式
□ その他(                  )











( 宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

  〒1 0 0 - 8 9 1 6 東京都千代田区霞が関1 - 2 - 2
  電話 0 3 ( 5 2 5 3 ) 1  1  1  1 ( 内線4 2 8 7 )

0 3 ( 3 5 9 5 ) 2 4 2 3  ( 1 8 時以降）
  F A X 0 3 - 3 5 9 5 - 2 4 3 2  ( 残留農薬等基準審査室F A X )

寄付金・契約金等受取( 割当て) 額等回答表

平成3 ( 9 年5 月/ 之日
平成3 0 年3 月2 3 日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額等について、別紙のとおリ回

答する。

  ① 食品中のジベレリンの残留基準の設定について

  ② 食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

  ③ 食品中のテフルベンズロンの残留基準の設定について

  ④ 食品中のフルキサピロキサドの残留基準の設定について

  ⑤ 食品中のフルキサメタミドの残留基準の設定について

⑥食品中のモネパンテルの残留基準の設定について

現職一

   氏名；^ $ 2



( 別紙)

①食品中のジベレリンの残留基準の設定について

  企業名( . 申請企業等）： ジベレリン研究会( 件友化学秩式会粁)
  春寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 ―受取の有無：口有り c T 無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成2 7 年度 1  口 5 0 万円以下
口平成2 8 年度 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口平成2 9 年度 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

一該当の有無：口有り

一該当の有無：口有り

¢ 無し

¢ 1 無し

  念業名（里企寒等）： M e i i i  S e i k a フ7 ルマ秩式会針
拳寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有1 J の場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 6 年度

口平成2 7 年度

―受取の有無：口有り E 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

  口平成2 8 年度 J  ロ 5 0 0 万円超
【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り β無し

   ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り 無し

  r 特記事項 π

②食品中のジメテナミドの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： B A S F ジャパン秩式会粁
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有1 J の場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 7 年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

受取の有無：口有り a 無し

一当該年度における受取額
口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

( 0 無し

0 無し



③食品中のテフルベンズロンの残留基準の設定について

―該当の有無：口有り

―該当の有無：口有り

受取の有無：口有り M 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

  企業名（申謙企業等）： 日本農薬株式会社
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 7 年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

- 特記事項

④食品中のフルキサピロキサドの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： B A S F ジャパン株式会社

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 7 年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

  ローその他（

受取の有無：口有り 函無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

該当の有無：口

該当の有無：口

 有リ

 有り

 α無し

胡無し

⑤食品中のフルキサメタミドの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： 日産化学工業株式会社

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 7 年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

受取の有無：口有り 苗無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口

該当の有無：口

 有り

 有り

H 無し

0 無し

  口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口
)

当該企業の株式

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

し
し

無
無

S
0



⑥食品中のモネパンテルの残留基準の設定について

企業名（申謙企業等）： ェランコジヤ/ \ °ン秩式会計

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 7 年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

受取の有無：口有り 0 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

0 無し

0 無し


































